
 

第一種フロン類充塡回収業者変更届出について 
 

次の事項に変更があったときは、その日から 30 日以内に、「第一種フロン類充塡回収業者変更届

出書（様式第２）」に別添の書類を添えて電子申請・届出サービス、郵送又は持参により提出してく

ださい。 

 氏名又は名称、住所 

 法人の場合、代表者の氏名 

 事業所の名称、所在地 

 第一種特定製品の種類、充塡・回収しようとするフロン類の種類 

 フロン類回収設備の種類 
 

 

１ 提出書類 
●届出書…様式第２「第一種フロン類充塡回収業者変更届出書」 

●添付書類…別紙参照 
 

 

２ 提出窓口 
 電子申請・届出サービス 
  https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_initDisplay.action 

 

 郵送・持参 

香川県環境森林部環境管理課 大気保全・環境安全グループ 
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目１番 10 号（県庁東館２階） 

  電話：087-832-3219 FAX：087-806-0228



●添付書類 

変更内容 必要書類 特記事項 

事業者にか

かる変更 

法人 名称、住所 なし 登記情報連携システムにより確認を行いますので、登記事項証明書の提出は

不要です。 

代表者の氏名 ①変更後の者が法に定める欠格要件に該当しな

いことを説明する書類（誓約書） 

①「誓約書例」を参照のこと 

登記情報連携システムにより確認を行いますので、登記事項証明書の提出は

不要です。 

個人 氏名、住所 なし 変更者の氏名のふりがなと生年月日を変更届出書に記載してください。（住

民基本台帳ネットワークにより確認を行います。） 

事業所にかかる変更 名称、住所 なし  

事業所の追加 ①様式第１「第一種フロン類充塡回収業者登録申

請書」 

②フロン類回収設備の所有権を有することなど

を証する書類 

③フロン類回収設備の種類及び能力を説明する

書類 

④充塡回収を行う者の資格証等の写し 

①追加する事業所を事業所欄に記載してください。申請手数料は不要です。 

②《自ら所有する場合》 

→購入契約書、納品書、販売証明書等のうち、いずれかの写し 

《自ら所有しない場合（リース等）》 

→借用契約書、共同使用規定書等のうち、いずれかの写し 

③フロン類回収設備の種類、能力の区分が記載された取扱説明書、仕様書、

カタログ等の写し 

①回収の対象とする第一種特定製品の種類 

②回収しようとするフロン類の種類 

③回収の用に供する設備の種類 

フロン類回収設備の所有権を有することなどを

証する書類 

《自ら所有する場合》 

→購入契約書、納品書、販売証明書等のうち、いずれかの写し 

《自ら所有しない場合（リース等）》 

→借用契約書、共同使用規定書等のうち、いずれかの写し 

フロン類回収設備の種類及び能力を説明する書

類 

フロン類回収設備の種類、能力の区分が記載された取扱説明書、仕様書、カ

タログ等の写し 

※変更があった日から 30 日を過ぎて変更届を提出される場合は、上記必要書類と併せて遅延理由書を提出してください。


